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第１章 総   則 

（目 的） 

第 １ 条 本学は、教育基本法及び学校教育法に従い、子どもの理解に必要な知識、教養を授け

るとともに、深く保育に関する専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的、

実践的能力を備え、社会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。             

   ２ 本学保育科は建学の精神に則り、保育・教育に関する研究と教育を行うとともに、保

育・教育現場に対応する豊かな人間性と実践力を備え、地域社会の保育・教育の発展

に貢献できる保育者の育成を目的とする。 

 

 

第２章 学科、学生定員及び修業年限 

（学科及び学生定員） 

第 ２ 条 本学において設置する学科及びその学生定員は、次のとおりとする。 

学  科  名 入学定員 収容定員 

保   育   科 ５０人 １００人 

合    計 ５０人 １００人 

（修業年限及び在学年限） 

第 ３ 条 本学の修業年限は、次のとおりとする。 

           保  育  科                     ２年 

       ２ 同一科に在学できる期間は、修業年限の２倍の期間を超えることはできない。 

 

 

第３章 学年、学期、授業日数及び休業日 

（学 年） 

第 ４ 条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期及び授業日数） 

第 ５ 条 学年を次の２学期に分ける。 

     前  期    ４月１日から９月３０日まで 

     後  期   １０月１日から翌年３月３１日まで 

  ２ １年間の授業日数は、定期試験等の日数を含め、３５週を原則とする。 

（休 業 日） 

第 ６ 条 休業日は次のとおりとする。 

     日曜日 

     国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

     創立記念日   ５月１５日 

     春季休業日   ３月２１日から４月１０日まで 

     夏季休業日   ７月１１日から８月３１日まで 

     冬季休業日  １２月２１日から１月１０日まで 

   ２ 必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。 

   ３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時に休業日を定めることができる。 

   ４ 休業日であっても、授業を行うことができる。 

 

 

第４章 入学、退学、休学及び転学等 

（入学の時期） 

第 ７ 条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第 ８ 条 本学に入学できる者は、次の各号の１に該当する者とする。 



 

 

２ 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者、又は通常の課程以外の課程によ

り、これに相当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者

で文部科学大臣の指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の行う

大学入学資格検定に合格した者 

(7) その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が

認定した者 

（入学の出願） 

第 ９ 条 本学に入学を志願する者は、本学所定の手続によって願出るものとする。 

（入学志願者の提出書類） 

第１０条 入学志願者は、入学願書に出身学校の学業成績調査書及び所定の入学検定料を添えて、

本学に提出しなければならない。 

（入学者の選考） 

第１１条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学の許可） 

第１２条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書そ

の他本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学金を納付しなければならない。 

   ２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に、入学を許可する。 

（編入学、再入学、転入学、転学） 

第１３条 本学に編入学、再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、

選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。 

   ２ 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱並び

に在学すべき年数については、教授会の審議を経て学長が決定する。 

   ３ 本学から他の大学に転学を希望する者は、学長の承認を得なければならない。 

（休 学） 

第１４条 疾病その他やむを得ない事情により、２ヵ月以上修学することができないときは、休

学を願出ることができる。その手続は別に定めるところによる。 

   ２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ず

ることができる。 

（休学の期間） 

第１５条 休学の期間は、通算して２年を超えることができない。 

   ２ 休学の期間は、第３条第２項の在学年限には算入しない。 

（復 学） 

第１６条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 

（退 学） 

第１７条 退学しようとする者は、その理由を記し、保証人連署のうえ、学長に願出なければな

らない。一旦退学した者が再入学しようとするときには、退学後２ヵ月以内に限り、

選考のうえ、これを許可することがある。 

（除 籍） 

第１８条 次の各号の１に該当する者は、教授会の審議を経て学長が除籍する。 

(1) 第３条第２項に定める在学年限を越えた者 

(2) 第１５条に定める休学の期間を超えて、なお修学できない者 

(3) 授業料の納付を怠り、督促しても、なお納付しない者 

(4) 長期欠席し、病気又はその他の理由により成業の見込みがないと認められる者 
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(5) 長期間にわたり行方不明の者 

   ２ 前項の規定により除籍された者については、一切の証明は行わない。 

 

第５章 教育課程及び履修方法等 

（授業科目） 

第１９条 授業科目を分けて、教養科目及び専門教育科目とする。 

   ２ 授業科目の種類、単位数等は、別表第１のとおりとする。   

   ３ 前２項のほか、進路指導上必要と認めた場合は特別の授業科目を置く。 

（履修登録単位の上限について） 

第１９条の２ 年間において履修できる単位数の上限は、履修要綱において別に定める。 

（教職課程） 

第２０条 第１９条に定めるもののほか、教職に関する専門科目を置く。 

   ２ 授業科目の種類、単位数等は、別表第２のとおりとする。 

（単位の計算方法） 

第２１条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間

外に必要な学修等を考慮して定める。 

(1) 講義については、教室内における１時間の講義に対して、教室外における２時間の

準備のための学修を必要とするものとし、１５時間の講義をもって１単位とする。 

(2) 演習については、教室内における２時間の演習に対し、教室外における１時間の準

備のための学修を必要とするものとし、３０時間の演習をもって１単位とする。 

(3) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。 

（課程修了の認定） 

第２２条 各授業科目の課程修了の認定は、原則としてその授業の終了した学期末に定期の試験

を行い、判定した学業成績による。 

   ２ 授業時数に対する出席時数の割合が、別に定める一定比率に達しない者は、当該科目

につき一切の試験を受けることができない。 

   ３ 学費の納入を怠っている者は、試験を受けることができない。 

   ４ やむを得ない事由のため、定期の試験を受けることができなかった者については、追

試験を行うことがある。 

   ５ 試験は、筆記、口述、論文などの方法による。 

（学業成績の評価） 

第２３条 学業成績の評価は、Ｓ（秀）・Ａ（優）・Ｂ（良）・Ｃ（可）・Ｄ（不可）をもってあら

わし、Ｃ（可）以上を修了と認定する。 

 

 

第６章 卒 業 等 

（卒業の要件） 

第２４条 学生は、卒業するためには、教養科目、専門教育科目あわせて６３単位以上を修業年

限以上に修得しなければならない。 

      ２  教養科目については、外国語科目２科目４単位以上、社会系科目３科目６単位以上、

国際関係系科目２科目４単位以上、健康科学科目講義または実技いずれか 1 単位以上、

専門教育科目については４８単位以上を修得しなければならない。 

（卒 業） 

第２５条 本学に修業年限以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数（別表第１）を修得

した者については、教授会の審議を経て、学長が卒業を認定する。 

２ 本学卒業生に本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。 

（資格の取得） 

第２６条 教育職員の免許状を取得しようとする者は、第２４条の規定によるほか、教育職員免



 

 

４ 

許法及び同法施行規則の定める単位（別表第２）を修得しなければならない。 

   ２ 前項の教育職員の免許状の種類並びに履修する学科は次のとおりとする。 

       幼稚園教諭２種免許状         保育科 

   ３ 保育士の資格を取得しようとする者は、保育科に在籍し、第２４条の規定によるほか、

児童福祉法施行規則第３９条の２第１項第３号の規定により厚生労働大臣の定める修

業科目及び単位（平成１３年厚生労働省告示第１９８号）を修得しなければならない。 

   ４ 社会福祉主事の任用資格を得ようとする者は、本学において別に定める科目を修得し

なければならない。 

 

 

第７章 入学検定料、入学金、授業料その他の納付金 

（検 定 料） 

第２７条 入学試験を受けようとする者は、所定の入学検定料３０，０００円を納付しなければ

ならない。 

（入学金及び授業料・施設費） 

第２８条 入学を許可された者は、入学金３００，０００円を所定の期日までに納付するものと

する。 

   ２ 授業料は、年額６００，０００円、施設費は年額３２０，０００円とし、前期後期に

分かち、年額の２分の１を各学期始めの指定日に納付しなければならない。 

   ３ 授業料は、１学期を通じて休学した者からは、その学期に限り徴収しない。ただし、 

途中復学した者は、その学期の授業料を納付しなければならない。 

（納付した授業料等） 

第２９条 一旦収受した入学検定料、入学金、授業料等の納付金は返還しない。ただし､入学金

を除く入学時納付金については、所定の手続きを行った場合には返還するものとする。 

（実験・実習費） 

第３０条 実験、実習に必要な費用は、別にこれを徴収する。 

（追・再試験料） 

第３１条 追・再試験を受けようとする者は、所定の試験料を納付しなければならない。 

 

 

第８章 職員組織、教授会 

（職員組織） 

第３２条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職員、技術職員その他必要な

職員を置く。 

（教授会の構成及び審議事項） 

第３３条 本学に教授会を置く。 

   ２ 教授会は、学長及び専任の教授をもって組織する。ただし、学長が必要と認めたとき

は、准教授その他の職員を加えることができる。 

   ３ 教授会は、次の事項を審議し、学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見

を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 教育課程の編成及び履修に関する事項 

(4) その他前３号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教員の

意見を参酌し学長裁定とした事項 

 ４ 教授会は、教育研究に関する次の事項を審議し、学長の求めに応じ意見を述べること

ができる。 

(1) 学生の編入学、転入学、再入学、転学、留学、復学、退学及び除籍に関する事項 

(2) 学生の試験に関する事項 



 

 

５ 

(3) 学生の進級に関する事項 

(4) 学生生活の指導及び学生団体等課外活動に関する事項 

(5) 学生の表彰、懲戒その他学生の厚生補導に関する事項 

(6) 研究生、科目等履修生及び外国人留学生の入学及び指導に関する事項 

(7) 公開講座に関する事項 

(8) 学則その他学内規程等の制定及び改廃に関する事項 

(9) 教員の人事に関する事項 

(10)その他本学の教育研究に関する重要事項 

５ 教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第９章 図 書 館 

（図書館） 

第３４条 本学に図書館を附設する。 

   ２ 図書館に関する規則は、別にこれを定める。 

 

 

第１０章 科目等履修生 

（科目等履修生の入学） 

第３５条 本学の学科課程の一部を選んで、履修を希望する者があるときは、学生の学修を妨げ

ない限り、選考のうえ科目等履修生として入学を許可することができる。 

（単位の授与） 

第３６条 科目等履修生は、その履修した学科目について、第２１条の規定により単位を与える

ことができる。 

   ２ その他科目等履修生に関する規定は、別に定めるところによる。 

 

 

第１１章 委 託 学 生 

 

（委託学生の入学） 

第３７条 委託学生として入学を志願する者があるときは、正規の学生の学修を妨げない限り、

特別選考のうえ許可することがある。 

（委託学生） 

第３８条 委託学生とは、官公庁、外国政府その他の委託に基づき、第７条及び第８条の規定に

よらないで、本学において学修を許可された者をいう。 

（履修科目の試験） 

第３９条 委託学生は、履修した科目について試験を受けなければならない。 

   ２ 前項の試験に合格した者には、単位修得証明書を交付する。 

 

 

第１２章 外国人学生 

（外国人の入学） 

第４０条 本学に外国人を入学させることができる。 

   ２ 外国人学生の入学については、別に規定で定める。 

 

 

第１３章 公 開 講 座 

（公開講座の開設） 

第４１条 本学には、必要に応じ、公開講座を設けることができる。 



 

 

６ 

 

 

第１４章 賞   罰 

（表 彰） 

第４２条 操行、学業ともに優秀で、他の模範となる者に対しては表彰し、授業料を免除するこ

とがある。 

（懲 戒） 

第４３条 本学に在学するもので、次の各号の１に該当する者は、教授会の審議を経て、学長は

これに訓告、停学及び退学等の懲戒を加えることができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

 

第１５章 厚生施設 

（学 生 寮） 

第４４条 本学に学生寮を置く。 

   ２ 学生寮に関する規則は、別に定める。 

附  則 

   １ 本学則は、昭和４１年４月１日から施行する。 

   ２ 本学則は、昭和４２年４月１日から施行する。 

   ３ 本学則は、昭和４３年４月１日から施行する。 

   ４ 本学則は、昭和４７年４月１日から施行する。 

   ５ 本学則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

   ６ 本学則は、昭和５１年４月１日から施行する。 

   ７ 本学則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

   ８ 本学則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

   ９ 本学則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

  １０ 本学則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

  １１ 本学則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

  １２ 本学則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

  １３ 本学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

  １４ 本学則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

  １５ 本学則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

  １６ 本学則は、平成元年４月１日から施行する。 

  １７ 本学則は、平成２年４月１日から施行する。 

     ただし、第２条に規定する家政科食物栄養専攻の学生定員は、平成２年度から平成 

１１年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

家政科 

食物栄養専攻 

平成２年度 １００人 １５０人 

自 平成 ３年度 

至 平成１０年度 
１００人 ２００人 

平成１１年度  ５０人 １５０人 

  １８ 本学則は、平成３年４月１日から施行する。 

     ただし、第２条に規定する国文科及び家政科家政専攻の学生定員は、平成３年度から

平成１２年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 
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国文科 

平成３年度 １００人 １５０人 

自 平成 ４年度 

至 平成１１年度 
１００人 ２００人 

平成１２年度  ５０人 １５０人 

家政科 

家政専攻 

平成３年度 ６０人 ９０人 

自 平成 ４年度 

至 平成１１年度 
６０人 １２０人 

平成１２年度  ３０人 ９０人 

  １９（１）本学則は、平成４年４月１日から施行する。 

       ただし、第２８条に定める入学金、授業料及び施設費の金額は、平成４年度以後

入学の学生について適用するものとし、平成３年度入学の学生については旧学則

に定める金額を適用する。 

    （２）第２６条に定める資格の取得は、平成４年度以後入学の学生について適用するも

のとし、平成３年度入学の学生については旧学則に定める資格の取得を適用する。 

  ２０ 本学則は、平成６年４月１日から施行する。 

     ただし、第２条の規定にかかわらず平成６年度は、保育科の収容定員は次のとおりと

する。 

        平成６年度   ３００人 

  ２１（１）本学則は、平成８年４月１日から施行する。 

       ただし、平成８年３月３１日以前から引続き在学している者の、第２条、第１９

条第２項関係別表第１、第２０条第２項関係別表第２、第２６条第２項及び第３

項、第２８条第２項の適用については、 

なお従前の例による。 

    （２）第２条に規定する生活科学科食物栄養専攻の学生定員は、平成８年度から平成 

１１年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

生活科学科 

食物栄養専攻 

自 平成 ８年度 

至 平成１０年度 
１００人 ２００人 

平成１１年度  ５０人 １５０人 

    （３）第２条に規定する生活科学科生活科学専攻の学生定員は、平成８年度から平成 

１２年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

生活科学科 

生活科学専攻 

自 平成 ８年度 

至 平成１１年度 
６０人 １２０人 

平成１２年度  ３０人 ９０人 

  ２２ 本学則は、平成９年４月１日から施行する。 

ただし、平成９年３月３１日以前から引続き在学している者の、第１９条第１項及び

第２項関係別表第１、第２４条の適用については、なお従前の例による。 

２３ 本学則は、平成９年４月１日から施行する。 

ただし、平成９年３月３１日以前から引続き在学している者のうち、旧規則による科

目の一部の単位を修得した者の、第２６条第４項関係別表第４の適用については、下

表右欄に掲げる旧規則による科目欄の科目の単位を修得した者は、同表左欄に掲げる

新規則による科目欄に対応する科目の単位を修得したものとみなす。 

新規則による科目 単位数 旧規則による科目 単位数 

生涯学習概論 １ 社会教育 １ 

図書館概論 ２ 図書館通論 ２ 

図書館サービス論 ２ 図書館活動 ２ 

情報サービス概説 ２ 参考業務 ２ 



 

 

８ 

レファレンスサービス演習 １ 参考業務演習 １ 

情報検索演習 １ 情報管理 １ 

図書館資料論 ２ 図書館資料論 ２ 

専門資料論 １ 
人文科学及び社会科学の書誌解題 

自然科学と技術の書誌解題 

１ 

１ 

資料組織概説 ２ 
資料目録法 

資料分類法 

２ 

２ 

資料組織演習 ２ 
資料目録法演習 

資料分類法演習 

１ 

１ 

児童サービス論 １ 青少年の読書と資料 １ 

図書及び図書館史 １ 図書及び図書館史 １ 

資料特論 １ 資料整理法特論 １ 

コミュニケーション論 １ マスコミュニケーション １ 

情報機器論 １ 視聴覚教育 １ 

図書館特論 １ 
図書館の施設と設備 

社会調査 

１ 

１ 

備考（１）上表右欄旧規則による科目欄の科目「人文科学及び社会科学の書誌解題」「自然

科学と技術の書誌解題」のうちいずれか１の科目の単位を修得した者は、新規則

による科目欄の科目「専門資料論」の単位を修得したものとみなす。 

同様に、「図書館の施設と設備」「社会調査」のうちいずれか１の科目の単位を修

得した者は、「図書館特論」の単位を修得したものとみなす。 

（２）上表右欄旧規則による科目欄の科目「図書及び図書館史」「資料整理法特論」「図

書館の施設と設備」「社会調査」のうちいずれか１の科目の単位を修得した者の

第２６条第４項関係別表第４備考（２）の適用については、「選択科目４単位」

を「選択科目２単位」と読みかえるものとする。 

  ２４ 本学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

     なお、第２７条に関しては、平成１０年度入学志願者から適用する。また、平成１０

年３月３１日現に在学している学生についての、第２８条、第４３条の適用について

は、なお従前の例による。 

  ２５ 本学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

     ただし、第２条に規定する生活科学科食物栄養専攻の学生定員は、平成１１年度から

平成１２年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

生活科学科 

食物栄養専攻 

平成１１年度 １００人 ２００人 

平成１２年度  ５０人 １５０人 

  ２６（１）本学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

       ただし、平成１１年３月３１日以前から引続き在学している者の、第２条、第１

９条第２項関係別表第１、第２０条第２項関係別表第２、第２６条第２項から第

４項、第２８条第２項の適用については、なお従前の例による。 

    （２）第２条に規定する日本語コミュニケーション学科の学生定員は、平成１１年度か

ら平成１２年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

日本語コミュニケーション

学科 

平成１１年度 １００人 ２００人 

平成１２年度  ５０人 １５０人 

  ２７（１）本学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

    （２）平成１１年３月３１日以前から引続き在学している者のうち、改正前の学校図書

館司書教諭講習規程（以下「旧規程」という。）による科目の一部の単位を修得し

た者の、第２６条第３項関係別表第３の適用については、平成１５年３月３１日



 

 

９ 

までは、下表右欄に掲げる旧規程による科目欄の単位を修得した者は、同表左欄

に掲げる改正後の学校図書館司書教諭講習規程（以下「新規程」という。） 

による科目欄に対応する科目の単位を修得したものとみなす。 

新規程による科目 単位数 旧規程による科目 単位数 

学校経営と学校図書館 ２ 

学校図書館通論 

学校図書館の管理と運用 

学校図書館の利用指導 

１ 

１ 

１ 

学校図書館メディアの構成 ２ 

図書の整理 

図書以外の資料の利用 

図書の選択 

２ 

１ 

１ 

学習指導と学校図書館 ２ 学校図書館の利用指導 １ 

読書と豊かな人間性 ２ 
児童生徒の読書活動 

学校図書館の利用指導 

１ 

１ 

情報メディアの活用 ２ 図書以外の資料の利用 １ 

  ２８ 本学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

     ただし、第２条に規定する日本語コミュニケーション学科及び生活科学科生活科学専

攻の学生定員は、平成１２年度から平成１６年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

日本語コミュニケーション学科 

平成１２年度  ９０人 １９０人 

平成１３年度  ８０人 １７０人 

平成１４年度  ７０人 １５０人 

平成１５年度  ６０人 １３０人 

平成１６年度  ５０人 １１０人 

生活科学科生活科学専攻 

平成１２年度  ５８人 １１８人 

平成１３年度  ５６人 １１４人 

平成１４年度  ５４人 １１０人 

平成１５年度 ５２人 １０６人 

平成１６年度  ５０人 １０２人 

  ２９ 本学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

     ただし、第８条第１号は、平成１２年度入学志願者から適用する。 

  ３０ 本学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

     ただし、平成１２年３月３１日以前から引続き在学している者の、第１９条第２項関

係別表第１、第２０条第２項関係別表第２、第２６条第２項の適用については、なお

従前の例による。 

  ３１ 本学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

     ただし、平成１２年３月３１日以前から引続き在学している者の、第１９条第２項関

係別表第１、第２０条第２項関係別表第２の適用については、なお従前の例による。 

  ３２（１）本学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

       ただし、平成１３年３月３１日以前から引続き在学している者の、第２条、第１

９条第２項関係別表第１、第２０条第２項関係別表第２、第２６条第２項、第２

８条第２項の適用については、なお従前の例による。 

    （２）第２条に規定する生活科学科人間福祉専攻の学生定員は、平成１３年度から平成

１６年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

生活科学科人間福祉専攻 

平成１３年度  ５６人 １１４人 

平成１４年度  ５４人 １１０人 

平成１５年度  ５２人 １０６人 

平成１６年度  ５０人 １０２人 



 

 

１０ 

  ３３（１）本学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

       ただし、平成１３年３月３１日以前から引続き在学している者の、第１条、第２

条、第１９条、第２項関係別表第１、第２０条第２項関係別表第２、第２６条第

２項、第６項、第２８条第２項の適用については、なお従前の例による。 

    （２）第２条に規定する人間生活学科人間福祉専攻の学生定員は、平成１３年度から平

成１６年度までの間は次のとおりとする。 

学 科 名 年  度 入学定員 収容定員 

人間生活学科人間福祉専攻 

平成１３年度  ５６人 １１４人 

平成１４年度  ５４人 １１０人 

平成１５年度  ５２人 １０６人 

平成１６年度  ５０人 １０２人 

  ３４ 本学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

     ただし、第２１条第３号に関しては、平成１２年度入学者より適用するものとし、ま

た、平成１３年３月３１日以前から引続き在学している者の、第１９条第２項関係別

表第１、第２６条第７項及び関係別表第５、第２６条第８項及び関係別表第６の適用

については、なお従前の例による。 

  ３５（１）本学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

       ただし、平成１４年３月３１日以前から引続き在学している者の、第２条の適用

については、なお従前の例による。 

    （２）第２条の規定にかかわらず平成１４年度は、保育科、日本語コミュニケーション

学科及び人間生活学科人間福祉専攻の収容定員は次のとおりとする。 

学  科  名 収容定員 

保    育    科 ２３０人 

日本語コミュニケーション学科 １１０人 

人間生活学科人間福祉専攻 ９６人 

  ３６ 本学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

     ただし、平成１４年３月３１日以前から引続き在学している者の、第１９条第２項関

係別表第１、第２０条第２項関係別表第２、第２６条第２項、第２６条第５項、第２

６条第６項、第２６条第７項及び関係別表第５、第２６条第８項及び関係別表第６の

適用については、なお従前の例による。 

    ３７  本学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

          ただし､平成１６年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の例による。 

    ３８（１）本学則は、平成１７年４月１日より施行する。 

ただし､平成１７年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の

例による。 

   （２）第 2 条の規定にかかわらず平成１７年度は、保育科、日本語コミュニケーション

学科及び人間生活学科健康栄養専攻の収容定員は以下のとおりとする。 

学    科    名 収容定員 

保育科 ３１０人 

日本語コミュニケーション学科  ３０人 

人間生活学科健康栄養専攻 １８０人 

３９ 本学則は、平成１８年２月１日より施行する。 

４０ 本学則は、平成１９年４月１日より施行する。 

４１ （１）本学則は、平成１９年４月１日より施行する。 

            ただし、平成１９年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の

例による。 

（２）第２条の規定にかかわらず平成１９年度から平成２０年度までの間は、看護学

科の収容定員は以下のとおりとする。 



 

 

１１ 

学 科 名 年  度 収容定員 

看護学科 
平成１９年度 ８０人 

平成２０年度 ４０人 

４２ （１）本学則は、平成２１年４月１日より施行する。 

              ただし、平成２１年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の

例による。 

（２）第２条の規定にかかわらず平成２１年度の収容定員は以下のとおりとする。 

学 科 名 年  度 収容定員 

人間生活学科人間福祉専攻 平成２１年度 ４０人 

 

 

学 科 名 年  度 収容定員 

人間生活学科健康栄養専攻 平成２１年度 ８０人 

 

４３  本学則は、平成２２年４月１日より施行する。 

           ただし、改正後の第１条、第２条、第３条、第２６条、別表第４は平成２２年度の入

学生から適用し、平成２２年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従

前の例による。 

４４  （１）本学則は、平成２３年４月１日より施行する。 

ただし、改正後の第２条、第１９条、第２４条、別表第１は平成２３年度の入

学者から適用し、平成２３年３月３１日以前から引き続き在学している者は、

なお従前の例による。 

     （２）第２条の規定にかかわらず平成 23 年度収容定員は以下のとおりとする。 

学科名 収容定員 

保育科 330 人 

４５  本学則は、平成２４年４月１日より施行する。 

         ただし、改正後の第２６条、別表第３は平成２４年度の入学者から適用し、平成２４

年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の例による。 

４６   本学則は、平成２５年４月１日より施行する。 

ただし、改正後の第２１条、第２３条、第２６条は平成２５年度の入学者から適用

し、平成２５年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の例による。 

４７  本学則は、平成２７年４月１日より施行する。 

４８  本学則は、平成２９年４月１日より施行する。 

４９  （１） 本学則は、平成３１年４月１日より施行する。 

ただし、改正後の第２条、別表第１、別表第２は平成３１年度の入学生から適用

し、平成３１年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の例に

よる。 

（２）第２条の規定に関わらず平成３１年度の収容定員は以下のとおりとする。 

学科名 収容定員 

保育科 250 人 

５０ 本学則は、令和２年４月１日より施行する。 

５１ 本学則は、令和３年４月１日より施行する。 

５２ 本学則は、令和５年４月１日から施行する。 

ただし、令和５年３月３１日以前から引き続き在学している者は、なお従前の例に

よる。 

５３ 本学則は、令和６年４月１日より施行する。 

５４ （１）本学則は、令和７年４月１日より施行する。 

ただし、令和７年３月 31 日以前から引き続き在学している者は、なお従前の例による。 



 

 

１２ 

（２）第 2 条の規定にかかわらず令和 7 年度の収容定員は以下のとおりとする。 

学科名 年度 収容定員 

保育科 令和７年度 １５０人 

 



 

 

１３ 

　別　表　第　１
  （１）教養科目

必
修

選
択

計

英語 ２ ２

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ２ ２

心理学 ２ ２

日本国憲法 ２ ２

ボランティア ２ ２

生命倫理 ２ ２

国際関係論 ２ ２

比較文化論 ２ ２

健康体育論 ２ ２

幼児体育Ⅰ １ １

外国語

科　目

社会系

科　目

国際関係系

科目

健 康 科 学

科 目

授業科目
の区分等

授 業 科 目

単　　位　　数

備　　　考

 



 

 

１４ 

(2)専門教育科目

必修 選択 計
保育原理 2 2
教育学原論 2 2
児童家庭福祉 2 2
社会福祉 2 2
子育て支援 1 1
社会的養護 2 2
幼児教育教師論 2 2
発達心理学 2 2
子ども家庭支援の心理学 2 2
子どもの理解と援助 1 1
子どもの保健 2 2
子どもの健康と安全 1 1
子どもの食と栄養 2 2
家庭支援論 2 2
教育課程論 2 2
保育内容総論 1 1
健康指導法 1 1
人間関係指導法 1 1
環境指導法 1 1
言葉指導法 1 1
音楽的表現指導法 1 1
造形的表現指導法 1 1
乳児保育Ⅰ 2 2
乳児保育Ⅱ 1 1
特別支援保育 2 2
社会的養護内容 1 1
幼児音楽Ⅰ 2 2
図画工作 2 2
幼児体育Ⅱ 2 2
保育実習Ⅰ【保育所】 2 2
保育実習Ⅰ【施設】 2 2
保育実習指導Ⅰ【保育所】 1 1
保育実習指導Ⅰ【施設】 1 1
保育実践演習 2 2
教育社会学 2 2
教育相談 2 2
食育指導 1 1
病後児保育 1 1
児童文学 2 2
健康 2 2
幼児と人間関係 2 2
身体的表現指導法 1 1
教育方法論 2 2
幼児音楽Ⅱ 2 2
音楽表現実践演習Ⅰ 2 2
幼児音楽Ⅲ 2 2
音楽表現実践演習Ⅱ 2 2
保育と情報処理 2 2
保育実習Ⅱ 2 2
保育実習指導Ⅱ 1 1
保育実習Ⅲ 2 2
保育実習指導Ⅲ 1 1
教育実習Ⅰ 2 2
教育実習Ⅱ 2 2
教育実習指導 1 1
教職実践演習 2 2

保育科

学科の名称 授業科目
単位数

備　　考

 



 

 

１５ 

必修 選択 計

保　　　育　　　科 発達心理学 ２ ２

子どもの理解と援助 １ １

特別支援保育 ２ ２

健康指導法 １ １

人間関係指導法 １ １

環境指導法 １ １

言葉指導法 １ １

音楽的表現指導法 １ １

造形的表現指導法 １ １

身体的表現指導法 １ １

幼児教育教師論 ２ ２

教育学原論 ２ ２

教育社会学 ２ ２

教育課程論 ２ ２

教育方法論 ２ ２

教育相談 ２ ２

健康 ２ ２

幼児と人間関係 ２ ２

児童文学 ２ ２

幼児音楽Ⅰ ２ ２

幼児音楽Ⅱ ２ ２

教育実習指導 １ １

教育実習Ⅰ ２ ２

教育実習Ⅱ ２ ２

教職実践演習 ２ ２

幼稚園教諭2種免許状

学 科 の 名 称 授　業　科　目
単 位 数

備　　　考

 



 

 

１６ 

 

新 旧 

(学科及び学生定員) 

第２条 本学において設置する学科及びその学生定員

は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

附則 

５４ （1）本学則は、令和７年４月１日より施行する。 

ただし、令和７年３月 31 日以前から引き続き在学してい

る者は、なお従前の例による。 

（2）第 2 条の規定にかかわらず令和 7 年度の収容定員は

以下のとおりとする。 

学科名 年度 収容定員 

保育科 令和７年度 １５０人 

 

 

 

学科名 入学定員 収容定員 

保育科 ５０人 １００人 

合計 ５０人 １００人 

(学科及び学生定員) 

第２条 本学において設置する学科及びその学生定員

は、次のとおりとする。 
 

学科名 入学定員 収容定員 

保育科 １００人 ２００人 

合計 １００人 ２００人 

 


